
歴史から俯瞰する特別支援教育の課題と展望

Issues and Perspectives on the Special Support Education through the History

立 花 直 樹＊

要 約

わが国では、長期間にわたり、障害児と健常児を別々の教育施設や保育施設に通学・通園させると
いう「セパレーション（separation：隔離教育・保育）」が推進され、その後インテグレーション
（integration：統合教育・保育）に移行してきたが、近年、健常児やと障害児の区別なく教育や保育
内容を実践し、空間や時間を共有するという「ソーシャル・インクルージョン（inclusion：包摂教育・
保育）」の理念が浸透してきた。その中で、障がいある児童への個別支援を重視した特別支援教育や
保育が中心に据えられ、障害だけでなく様々な配慮が必要な児童に対する「特別な配慮」が重要視さ
れている。今日の保健・医療・福祉・教育・保育の連携や接続を基に実践される総合的ケアの在り方
について、歴史的な経緯を踏まえ課題と展望を考察した。
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⚑．障害児に対する教育・保育の勃興

世界における障害児に対する教育や保育の始まり
は、「療育」であると考えられている。1861（文久
元）年にドイツの J. D. ゲオルゲンス（Jan‒Daniel
Georgens：1823-1886）が著書『治療教育学』の中
で、「ハイルパダゴギーク（Heilpädagogik：治療教
育）」という言葉を用いて、「発達障害のある児童に
対して、医学と教育との連携によって、その児童の
教育の目的を達しよう」1) と、知的障害児に対する
治療教育を始めたことに端を発しており、元来は医
学的リハビリテーションの目的が中心であったと考
えられる。
また、イタリアで初めての女性医師であったM.
モンテッソーリ（Maria Montessori：1870-1952）
は、精神科病院に入院していた複数の知的障害児に
対して感覚教育法を施し、健常児の平均よりも知的
水準を上げるという効果を見せ世間を驚かせた2)。
M. モンテッソーリの考える教育や保育は、「生命の
援助」と言われ、「一方的に教え込むものではなく、
環境を準備しあとは彼らの自発性にゆだねるも
の」3) であり、「教師や保育士は教え指導する人で

なく援助する人」4) であるという考えのもと、障害
児や健常児の可能性や自発性を伸ばす教育や保育や
療育を展開した。つまり、M. モンテッソーリが障
害児や健常児に対して実践した援助は、保育・教
育・療育を包括的に含んだものといえる。このこと
は、現代の障害児に対する教育・保育・療育・福祉
を考える点で非常に重要なことである。
その後の日本では、肢体不自由児の治療やリハビ
リテーションに尽力していた東京大学医学部の整形
外科・教授の高木憲次（1951）が、治療教育を短縮
して「療育」とし、「現代の科学を総動員して不自
由な肢体をできるだけ克服し、それによって幸いに
も回復したる回復能力と残存せる能力と代償能力の
三者の総和（これを復活能力と呼称したい）である
ところの復活能力をできるだけ有効に活用させ、以
て自活の途の立つように育成すること」を普及させ
ようとした5)。さらには北九州市立総合療育セン
ターの所長であった高松鶴吉（1987）は、「医学的
治療から見放され、教育の世界からも受け入れられ
なかった障害児に対して『医療、訓練、教育、福祉
などの現代の科学を総動員して障害を克服し、その
児童が持つ発達能力をできるだけ有効に育て上げ、
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自立に向かって育成すること』」を、療育であると
定義し、教育の世界で受け入れられない障害児に対
して、医学を軸とした総合的教育を実践しようとし
た6)。
現在では、児童福祉法の第19条～第21条に障害児
に対する「療育の保障」が明記され7)、福祉と保育
の提供の場として障害児入所施設や児童発達支援セ
ンターに加え児童発達支援事業所等の役割が重視さ
れている。従来の障害児通園施設は、幼稚園や保育
所で受け入れられない障害ある幼児の保育の場とし
ての機能的側面が強かったが、2012（平成24）年の
児童福祉法改正による改称・再編後、児童発達支援
センターや児童発達支援事業所には療育機能が中心
に据えられ、保育・療育・幼児教育を総合的に展開
する場として捉えられている。

⚒．日本における障害児教育・保育の歴
史的変遷

1872（明治⚕）年に制定された学制（太政官第
214号）の第21章並びに第29章において「其外廃人
学校アルヘシ」と明記され8)、廃人（＝障害児）は
通常義務教育の対象児から外され別に創設される廃
人学校に通うことが規定されたが、実際には障害児
を対象とした国公立の廃人学校は創設されなかっ
た。その後、障害児を対象とした京都盲唖院
（1878）、楽善会訓盲院（1880）等の私立学校が設立
された。
1890（明治23）年に小学校令（勅令第215号）の
改正により「市町村による盲唖学校の設置可能」と
規定され9)、1923（大正12）年に盲学校及び聾唖学
校令（勅令第375号）が制定により「道府県による
盲学校および聾唖学校の設置義務」「市町村・市町
村学校組合・町村学校組合（以上公立）・私人（私立）
による盲学校および聾唖学校の設置可能」が明文化
された10)。日本における障害児に対する公教育の出
発点は「盲聾唖注⚑)の子どもたち」であった。
肢体不自由や知的障害のある子どもに対する教育
は、篤志家による私立の児童施設において、福祉や
保育と一緒に実施されていたが、1941（昭和16）年
に小学校令の改正につき公布された国民学校令（勅
令第148号）施行規則の第53条において「身体虚弱、

精神薄弱其ノ他心身ニ異常アル児童ニシテ特別養護
ノ必要アリト認ムルモノノ為ニ学級又ハ学校ヲ編制
スルコトヲ得」と明記され11)、「身体虚弱（＝肢体
不自由、発育不良など）や精神薄弱児（＝知的障害
児）の小学校教育の場として、養護学級又は養護学
校が設置」「中学校や高等女学校においても養護学
級の編制が可能」「障害により就学困難な児童の保
護者には、市町村長が地方長官の認可を受けて教育
免除が可能」と規定された。このような特殊教育振
興方策の前進と戦争による食糧不足から生じた体位
の低下や栄養不良の増加のために、国民学校の養護
学級は一度激増したが、戦局の進行に伴い次第に閉
鎖されることになってしまった12)。また、この際に
規定された「教育免除制度」は、その後も全ての障
害児の教育を受ける権利を阻むことに大きな影響を
与えた。
特殊教育学校や養護学校が数少なかった時代は、
自宅から遠方にある特殊教育学校や養護学校まで保
護者が付き添いながら障害児が通学することが困難
であったため、多くの障害児は就学免除の適用対象
となり、引きこもり状態も珍しくなかった。
形式上は養護学校が存在したが、実情として多く
の障害児は長年に渡り通学できず、障害児は実質的
に公教育の対象から外された。また、幼児期の障害
児は、公立でさえ殆どの保育所や幼稚園で受け入れ
てもらうことが叶わず、篤志家による私立の児童施
設を中心に福祉や保育と一緒に実施されてきた。
1973（昭和48）年迄は、全国の市町村にある多くの
保育所や幼稚園において、「障害」を理由とした「障
害児の入所拒否・入園拒否」が横行していた。中に
は、障害児を市役所・町役場の保育課・児童福祉課
や教育委員会等の窓口・カウンターに自らの子ども
（障害児）を乗せて、涙を流しながら「この子（障
害児）にも保育を受ける権利を与えてほしい」と訴
える保護者も少なくなかった13)。
1973（昭和48）年に、中央児童審議会が「障害児
を健常児と共に保育すること（統合保育）」を提言
し14)、1974（昭和49）年に、厚生省（現：厚生労働省）
により「障害児保育事業実施要綱」が通知され、保
育所が障害児を受け入れるために必要な経費を国と
自治体が補助すると共に、私立幼稚園における障害

注⚑）盲聾唖
近代の日本において、盲とは「視覚障害」を意味し、聾とは「聴覚障害」を意味し、唖とは「言語障害」のこと
を意味するが、明治時代の聾や唖には詳細な区別がなく、どちらも「聴覚言語障害」を意味していたと考えられる。
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児保育に対する助成金交付も開始された15)。ただ
し、対象は⚔歳以上で軽度障害の幼児に限定されて
いたため、中度や重度の障害児は受け入れてもらう
ことができなかった。それは、長期間にわたる障害
児排除の教育や保育を生み出してきた社会的な差別
意識や文化による弊害であった。
1978（昭和53）年にイギリス議会に提出された

「ウォーノック報告（障害児・者の教育調査委員会
の報告書）において「特別な教育的ニーズ（special
needs on education）」という概念が世界で初めて使
用された後16)、1994（平成⚖）年にユネスコ（国際
連合教育科学文化機関）注⚒) が開催した「特別な
ニーズ教育に関する世界会議」において世界92か国
が参加し採択されたʠサラマンカ声明ʡで宣言さ
れ17)、世界各国へと波及し、日本においては「特別
支援教育（special needs education）」として用いら
れることとなった。特別支援教育については、2003
（平成15）年の「今後の特別支援教育の在り方につ
いて（最終報告）」において初めて用いられ、これ
までの特殊学校教育や養護学校教育の対象となって
いた障害認定をされている障害児や病弱児等に加
え、発達障害者支援法に規定する発達障害児も教育
の対象とした18)。2006（平成18）年に改正の学校教
育法第71条では「視覚障害者、聴覚障害者、知的障
害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者）に対
し、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準ずる教
育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の
困難を克服し自立を図るために必要な知識・技能を
授けること」19) と定義され、現在、文部科学省
（2018）で「障害のある幼児児童生徒の自立や社会
参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に
立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握
し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改
善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を
行う教育」20) と定義されている。

わが国では、長期間にわたり、障害児と健常児を
別々の教育施設や保育施設に通園・通学させるとい
う「セパレーション（separation：隔離教育・保育）」
が 推 進 さ れ、そ の 後 イ ン テ グ レ ー シ ョ ン
（integration：統合教育・保育）に移行していった。
インテグレーションは「同じ敷地内や建物内に健常
児やと障害児を通えるようにする」「健常児と障害
児が一部だけの交流を持つ形」というʠ単なる場所
の統合ʡであり、教育や保育のプログラム内容はセ
グリゲーション（segregation：分離教育・保育）
であった。
これまで重度の障害があり家庭で養育できない場
合などは「各種の障害児入所施設」で施設保育を受
け、重度や中度の障害があり家庭での養育が可能な
場合は「各種の障害児通園施設（現：児童発達支援
センター等）」にて通所保育を受け、障害があって
も保育所や幼稚園・認定こども園等で受け入れが可
能な場合は「統合保育（integrated education）」を
受けてきた。仮に保育所や幼稚園に障害児が通うこ
とが許されたとしても、加配の幼稚園教諭や保育士
による個別支援が中心であり、健常児の保育プログ
ラムの中で参加可能なものに一部参加するか、別の
プログラムで個別支援を受け入るという状態であ
り、保育プログラム自体が障害児にも健常児にもで
きる包摂的なプログラム（inclusive program）では
なかった。しかし近年、健常児やと障害児の区別な
く教育や保育の内容や時間を共有するという「ソー
シャル・インクルージョン（inclusion：包摂教育・
保育）」の理念が浸透してきた。そして現在、よう
やく障害児も健常児も一緒に楽しみ、共に成長・発
達できる新たな包摂的な教育・保育（inclusive
education）プログラムが検討され始めており、本
当の意味での「障害児教育」「障害児保育」がスター
トしようとしている（表⚑参照）。

注⚒）ユネスコ（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization：国際連合教育科学文化機関）
国際連合の専門機関であり、「教育、科学、文化の発展と推進」を目的として設置された。2018年⚑月現在、195
か国と10準加盟地域で構成されている。
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表⚑ 統合教育・保育（Integratīon）と包摂教育・保育（Inclusion）

統合教育・保育（integrated education） △（障害児）＋□（健常児）＝□′
包摂教育・保育（inclusive education） △（障害児）＋□（健常児）＝☆

玉木幸則「相談支援概論」日本弁護士連合会、201221)を参考に筆者作成



⚓．障害の定義に関する変遷

1980（昭和55）年に WHO（世界保健機関）注⚓)

から「国際障害分類（ICIDH）」が発表され、「疾患
（disease）・変調（disorder）」が引き起こす状況を
「①機能障害（impairment：生物の心身機能レベル）
➾ ②能力障害（disability：個人の活動レベル）➾

③社会的不利（handicap：社会生活レベル）」の⚓
階層に分類しただけでなく、社会が引き起こす生活
障害（問題）を広く世に知らしめた。
2001年に WHO の第54回国際保健会議で「国際
障害分類」の改定版となる「国際生活機能分類
（ICF）」が 採 択 さ れ、「能 力 障 害」が「活 動
（activities）もしくは活動制限（limitation）」へ、「社
会的不利」が「参加（participation）もしくは参加
制約（restriction）」へと変更され、障害をプラス
面（生活機能）とマイナス面（障害）の両側面を総
合的に捉える考え方へと再定義された22)。
実際、障害の有無を認定する場合、WHOの基準
を参照し各国において策定した基準に照らし合わ
せ、その数値や基準を超えれば「障害」が認定され
ることになっている。もし心身が正常といえる状態
ではなくても、わずかでも数値や基準を超えなけれ
ば「障害」とは認定されない。つまり、保健・医療・
福祉における制度的に認定される障害は、「身体又
は精神の機能低下・異常・喪失あるいは身体の一部
の欠損などが原因で、活動制限や参加制約が生じて
おり、定められた数値や基準を超えた状態」という
ことができる。
1975（昭和50）年12月⚙日、国際連合総会で決議
された「障害者の権利宣言」では、「先天的か否か
にかかわらず、身体的または精神的能力の欠如のた
めに、普通の個人または社会生活に必要なことを、
自分自身で完全、または部分的に行うことができな
い人のことを意味する」23) と定義された。また、わ
が国では、1993（平成⚕）年に改正された障害者基
本法（昭和45年法律第84号）の第⚒条において「身
体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）そ
の他の心身の機能の障害がある者であって、障害及
び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活
に相当な制限を受ける状態にある者をいう」24) と定

義されており、障害者差別解消法（平成25年法律第
65号）でもこの定義は支持され明記されている。
児童福祉法第⚔条では「障害児とは、身体に障害
のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のあ
る児童（発達障害者支援法（中略）に規定する発達
障害児を含む。）又は治療方法が確立していない疾
病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法で
定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣
が定める程度である児童をいう」25) と定義されてい
る。
つまり、障害者とは「先天的か後天的かにかかわ
らず、身体または精神等に関する何らかの障害によ
り日常生活または社会生活が制限されているため、
何らか（医療・生活・教育・保育・福祉など）の援
助の必要な人」を意味するといえる。その中でも、
18歳以上の者を「障害者」と呼び、18歳未満の者を
「障害児」と呼んでいる。

⚔．「障害」から「特別な配慮」への汎化

長きに渡り日本の教育や保育現場においては、
「障害」や「問題行動」という言葉が頻繁に使用さ
れてきた。これは、幼稚園や保育所において、障害
児や集団行動になじまない児童がクラスにいると
「通常の教育や保育」の妨げになり、教師や保育者
の視点から見れば集団を統制できない行動をとった
り予想外の手間がかかったりする児童の存在そのも
のが問題であるという意味であった。
しかし、社会におけるノーマライゼーション理念
の浸透の中で、セグリゲーション（segregated
education：隔離教育・保育）からインテグレーショ
ン（integrated education：統合教育・保育）へと
移行し、さらには近年インクルージョン（inclusive
education：包摂教育・保育）へと教育や保育の方
法が移り変わってきており、教育や保育の中で障害
児を受け入れることが当然の状態であるという流れ
になってきている。
また、children’s first（子どもの最善の利益）に鑑
みて、教育や保育の現場で個別性に配慮した教育や
保育が求められ、「特別支援」「特別なニーズ」とい
う言葉を使用するようになった。さらには、文部科
学省における特別支援教育の審議の過程では量と質

注⚓）WHO（World Health Organization：世界保健機関）
国際連合の専門機関であり、「人間の健康を基本的人権の一つと捉え、全ての人々が可能な最高の健康水準に到
達すること」を目的として設置された。2018年⚔月現在、194か国・地域と⚒準加盟地域で構成されている。
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の問題が審議され、「特別支援」には「量と質の確保
が必要である」ことが明示された26)。ただし、2006
（平成18）年の学校教育法改正以降、「特別支援」と
は主に障害認定や発達の遅れのある児童に対する教
育・保育内容を指し、「特別な教育的・保育的ニー
ズ」とは主に特別支援の対象である障害のある児
童・生徒（障害児）等のニーズと捉えられてきた。
しかし、教育や保育現場には「障害認定された子
ども」もいるが、「障害認定されていない子ども」
や「障害がある程度とは認められないがボーダーラ
イン（パステルゾーン）の子ども」など様々な配慮
の必要な児童もいる27)。佐久間・田部・高橋（2011）
が、全国1419の幼稚園（806の公立幼稚園と613の私
立幼稚園）を対象に調査を実施した所、「ʠ公立幼稚
園の85.6％ʡʠ私立幼稚園の80.0％ʡに特別な配慮
を要する児童が在籍しているが、その内で障害診断
を受けているのは、ʠ公立幼稚園の39.0％ʡʠ私立幼
稚園の56.5％ʡしかいないこと」がわかった28)。ま
た文部科学省（2012）が、全国53,882人の公立小・
中学生（小学生35,892人、中学生17,990人）を対象
に調査を実施した所、「ʠ学習面又は行動面で著しい
困難を示す児童生徒の6.5％ʡの内、ʠ校内委員会で
特別な教育的支援が必要と判断されている児童生徒
は18.4％ʡしかおらず、ʠ支援が必要な児童生徒の
38.6％が支援を全く受けた経験がないʡこと」が明
らかとなった29)。近年では、特別な配慮を要する児

童とは「障害診断を受けている児童」「教育委員会
で認められた児童」に留まらず、学習面に留まらず
生活面（貧困、虐待、DV家庭など）や医療面（アレ
ルギー、てんかん発作、精神的疾患など）や新たな
課題（不登校、外国籍、日本語の理解不足、セクシュ
アリティなど）も含め、諸種な生き辛さにより多様
な支援や配慮が必要な児童を含んでいるといえる。
2017（平成29）年度に改訂された「保育所保育指
針解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領
解説」「幼稚園教育要領解説」「小学校学習指導要領
解説」「中学校学習指導要領解説」では、「特別な配
慮」という言葉が使用されている（表⚒参照）。
つまり、障害が診断されている児童だけでなく、
障害や発達の遅れが診断されていないが学習面や行
動面・生活面などに個別支援が必要な児童も含めた
「量的かつ質的な教育や保育の内容や対応」を「特
別な配慮」と定義することができるのである。つま
り特別な配慮が必要な児童が増加することは、障害
児だけに特化して実践されてきた特別な配慮を
「様々な児童に対する配慮の一つである」と汎化し
ているという大きな意味がある。

⚕．「障害児保育」や「特別支援教育」の
課題と展望

厚生労働省（2018）「平成28年生活のしづらさな
どに関する調査（全国在宅障害児･者等実態調査）」
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表⚒ 「児童に対する特別な配慮」に関する教育内容・保育内容の規定

施設種別 根拠 教育・保育内容

保育所 保育所保育指針解説
総則

子どもの発達について理解し〈中略〉子どもの個人差に十分配慮すること
親子関係や家庭生活等に配慮しながら〈中略〉適切に援助すること30)

幼保連携型
認定こども園

幼保連携型認定こども園
教育・保育要領解説 総則

障害のある園児など一人一人の特性等に応じた必要な配慮を行う
外国籍家庭や外国にルーツをもつ家庭、ひとり親家庭、貧困家庭等、特別
な配慮を必要とする〈中略〉状況に応じた支援が必要となる31)

幼稚園 幼稚園教育要領解説
総説

幼児の障害の種類や程度に応じた配慮をする必要がある
海外から帰国した幼児や生活に必要な日本語の習得に困難のある幼児につ
いては、安心して自己を発揮できるよう配慮する32)

小学校 小学校学習指導要領解説
総則編

特別な配慮を必要とする児童への指導
（⚑）障害のある児童などへの指導
（⚒）海外から帰国した児童や外国人の児童の指導
（⚓）不登校児童への配慮33)

中学校 中学校学習指導要領解説
総則編

特別な配慮を必要とする生徒への指導
（⚑）障害のある生徒などへの指導
（⚒）海外から帰国した生徒や外国人の生徒の指導
（⚓）不登校生徒への配慮
（⚔）学齢を経過したものへの配慮34)

出所：「保育所保育指針解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」「幼稚園教育要領解説」「小学校学習指導要
領解説」「中学校学習指導要領解説」を基に筆者が作成



や文部科学省によると、現在のわが国における障害
児数は、身体障害児が7.1万人（18歳未満人口の
0.34％）、知的障害児が21.4万人（18歳未満人口の
1.1％）、発達障害児（知的障害を除く）が193.6万
人（18歳未満人口の約10％）、精神障害児が26.9万
人（20歳未満人口の1.23％）となっており、同年齢
の国内人口の約12.67％の児童に何らかの障害があ
ると推計されている35),36)（表⚓参照）。
特別支援学校に在籍する児童生徒数は、全ての障
害種別に関する特別支援学校の児童生徒数の統計を
取り始めた1957（昭和32）年度には「31,960人」で
あったが、障害のある児童生徒の就学免除がなくな
り義務教育化となった1979（昭和54）年度には
「88,847人」となり、特別支援学校として一本化さ
れた2007（平成19）年度には「108,173人」となり、
2017（平成29）年度には「141,944人」となった37)。
少子化が進み子どもの数が減少する中にもかかわら

ず、特別支援学校に在籍する児童生徒数も年々増加
している（表⚔参照）。
特別支援教育の対象は、身体障害（「肢体不自由」

「視覚障害」「聴覚障害」「言語障害」）のある児童、
知的障害のある児童、病弱・身体虚弱（「内部障害」
「ヒト免疫不全ウイルス障害」）の児童となってい
る。詳細は、身体障害が「肢体不自由」「視覚障害」
「聴覚障害（聴覚・平衡機能の障害）」「言語障害（音
声機能・言語機能・咀嚼機能の障害）」であり、病
弱・身体虚弱が「内部障害（呼吸器機能・心臓機能・
腎臓機能・膀胱機能・直腸機能・小腸機能の障害）」
「ヒト免疫不全ウイルス障害（免疫機能障害・肝機
能障害）」となっている38)。
近年、特別支援学校に在籍する児童生徒の増加だ
けでなく、「通級による指導」注⚔) の対象となる児
童生徒も増加しており、2017（平成29）年⚕月⚑日
現在、幼稚園・小学校・中学校の特別支援学級の在

注⚔）通級による指導
「通級による指導」とは、小学校・中学校・中等教育学校の通常学級に在籍する軽度障害のある児童・生徒が、
必要に応じて特別支援学級等への通級により指導を受ける制度を意味している。
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表⚓ 日本における障害児数
単位：万人

障害種別 性別 在宅者数（％）／18歳未満人口 施設入所者数（％）／18歳未満人口 総数（％）／18歳未満人口

身体障害児
（18歳未満）

男 3.2（0.30％）/1,055.0
0.3（0.01％）/1,935.8 7.1（0.34％）/1,935.8女 3.4（0.33％）/1,003.8

不詳 0.1

知的障害児
（18歳未満）

男 14.0（1.32％）/1,055.0
0.7（0.03％）/1,935.8 22.1（1.1％）/1,935.8女 7.3（0.72％）/1,003.8

不詳 0.1

発達障害児
（18歳未満）

自閉症（推計） 注意欠陥多動障害（推計） 学習障害（推計） 総数（推計）
38.7（約⚒％） 58.1（約⚓％） 96.8（約⚕％） 193.6（約10％）

障害種別 性別 外来者数（％）／20歳未満人口 入院者数（％）／20歳未満人口 総数（％）／20歳未満人口

精神障害児
(20歳未満)

男 16.5（1.47％）/1,118.3 0.2（0.01％）/1,118.3 16.6（1.48％）/1,118.3
女 9.9（0.93％）/1,063.8 0.2（0.01％）/1,063.8 10.1（0.94％）/1,063.8
総数 26.6（1.21％）/2,182.0 0.3（0.01％）/2,182.0 26.9（1.23％）/2,182.0

出所：内閣府「参考資料：障害者の状況」『平成30年版障害者白書』勝美印刷、2018、P237＆総務省統計局「平成28年10
月⚑日現在人口推計（平成29年⚔月14日公表）」を基に筆者が作成

表⚔ 「特別支援学校に在籍する児童生徒数」の推移

障害種別
年度 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 知的障害 病弱 合計

1957（昭和32）年度 9,864人 20,044人 484人 690人 527人 31,690人
1979（昭和54）年度 8,330人 11,911人 19,871人 40,422人 8,313人 88,847人
2007（平成19）年度 5,637人 8,340人 29,917人 92,912人 18,919人 108,173人
2017（平成29）年度 5,317人 8,296人 31,813人 128,912人 19,435人 141,944人

出所：文部科学省（2018）「特別支援教育資料（平成29年度）」を筆者が改変



籍者並びに通級による指導を受けている幼児児童生
徒は49万人となっている39)。
厚生労働省においては、障害のある児童の保育所
での受入れを促進するため、1974（昭和49）年度よ
り障害児保育事業において保育所に保育士を加配す
る事業を実施してきたが、障害児保育を実施してい
る保育所も障害児数も年々増加し、2017（平成29）
年⚓月31日現在、16,482保育所が「64,718人の障害
児」を受け入れている（図⚑参照）。加えて、2018
（平成30）年度からは、障害児保育に係る地方交付
税措置額を約400億円から約800億円に拡充するとと
もに、障害児保育に係る市町村の財政需要を的確に
反映するため、各市町村の保育所等における「実際
の受入障害児数」に応じて地方交付税を算定するこ
とになった40)。
2014（平成26）年⚑月の日本政府による「障害者
権利条約」への批准、2016（平成28）年⚔月からの
「障害者差別解消法」の施行に伴い、各種法律が改
正されて教育や保育の分野でも各種通知等が発出さ
れ、これまで教育や保育の分野で蚊帳の外に置かれ
てきた最重度の障害のある「医療的ケア児」注⚕) を
できる限り教育機関や保育施設で受け入れることが

求められるようになった。このことは、医療・教
育・保育・福祉の相互連携を重要視し、保育施設（保
育所や児童発達支援センター）や幼児教育施設（幼
稚園や認定こども園）から初等教育施設（小学校や
特別支援学校）への接続や教育内容の移行が円滑に
行われる必要を示唆しているものである。
しかし、各教育機関や保育施設で従事する看護職
は非常に少なく、「医療的ケア児等支援者養成研修」
を修了している教師や保育士もごく僅かであり、法
律が整備されていても、重度の障害児を受け入れる
体制が現場では整っていない。
今後ますます、医療的ケア児を含めた障害児に対
する教育や保育が広がる可能性が高く、教育施設や
保育施設において教師や保育者が知識や技術を高め
ると共に、何よりも保育者や教育者はもちろんのこ
と子どもや保護者等が障害に対する理解を深めてい
く必要がある。
そのような中、2017（平成29）年12月に、文部科
学省と厚生労働省が「家庭と教育と福祉の連携強
化」を目的として、「トライアングルプロジェクト」
を立ち上げた。2018（平成30）年⚓月にはプロジェ
クトの報告書が取りまとめられ、「教育と福祉との

注⚕）医療的ケア児
経管栄養や人工呼吸器やたんの吸引や胃ろう等、医療的デバイスを身に着けて生活する中でʠ医療的ケアʡを常
に必要とする児童（重度障害児）を「医療的ケア児」と呼んでいる。
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（人）

図⚑ 障害児保育の実施状況推移
出所：内閣府（2018）「図表3-4 障害児保育の実施状況推移」『平成30年版障害者白書』



連携を推進するための方策」並びに「保護者支援を
推進するための方策」が取りまとめられた41)（表⚕
参照）。
つまり、今後の特別支援教育の推進について、国
は「セクショナリズムを超えた教育と福祉の有機的
な連携の重要性」と「子どもの成長・発達の一番の
理解者であり援助者である保護者支援の重要性」を
認め、切れ目のない支援（移行・接続・連携）体制
を構築しようとしているのである。
ノーマライゼーションやインクルージョンの理念
が広がりを見せる中、障害に対する差別や偏見を防
止するために必要なものは、社会全体の意識変革で
はないだろうか。
アメリカン・インディアンのラコタ族に伝わる伝
承に次のような話がある。

「勇者の石」42)

人は生まれてくる時に、自分の人生をかけて運
ぶ石（宿命）を、自ら決めて生まれてくるという。
小さい「亀の子の石（幼子の石）」を選んで生
まれてきた人は、容姿やお金・幸運にも恵まれた
苦労のない人生を送る。それは、その人の魂が
「幼子レベル」のため、軽い石（苦労や悲しみの
ない状態）しか運べないためである。
中くらいの「アライグマの石（若者の石）」を
選んで生まれてきた人は、喜びもあるが悲しみも
あり、幸運もあれば不運もある人生を送る。それ
は、その人の魂が「若者レベル」のため、少し大
きな石（成功や失敗のある状態）を運べるのであ
る。
大きな「赤鹿の石（大人の石）」を選んで生ま
れてきた人は、家族離散や事業失敗を経験した

り、大災害に遭遇したりする等、大きな問題や困
難を抱えて人生を送る。それは、その人の魂が
「熟年レベル」のため、大きな石（不幸や挫折の
ある状態）を運べるのである。
巨大な「バッファローの石（勇者の石）」を選
んで生まれてきた人は、他の人なら投げ出してし
まうような重度障害や難病を抱えて人生を送る。
それは、その人の魂が神様に認められた「勇者レ
ベル」のため、巨大な石（不治の病や重い障害の
ある状態）を運べるのである。

障害や難病について、日本人の中には「余計なも
の」「邪魔なもの」「不要なもの」と捉えている人も
少なくなく、障害児・者を「可哀想な人」「不幸な人」
と軽んじた目線で見ている場合もある。しかし、ア
メリカインディアンの文化や思想の中では、障害を
「神から与えられたもの」として捉え、障害児・者
を「勇者の魂を持った存在」「尊敬に値する存在」
として大切にしているのである。そもそもの発想や
視点が異なるのである。
つまり、いくら法律や制度・仕組みの形だけを整
えても、実質的な意識や文化が育たなければ、制度
や仕組みは形骸化してしまうことになる。それは、
障害児の教育・保育・福祉においても同様である。
障害のある児童が差別されたり蔑視されたりするこ
とのない子どもたちの意識や文化を醸成するために
は、家庭における保護者や地域社会を構成する市民
はもちろんのこと、特別支援教育を担う小学校・中
学校の教員、障害児保育を担う幼稚園教諭や保育士
が重要な鍵を担っている。
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表⚕ 家庭・教育・福祉の連携「トライアングルプロジェクト」の概要

〔教育と福祉の連携を推進するための方策〕
・教育委員会と福祉部局・学校と障害児通所支援事業所等との関係構築の「場」の設置
・学校の教職員等への障害のある子どもに係る福祉制度の周知
・学校と障害児通所支援事業所等との連携強化
・個別支援計画の活用の促進

〔保護者支援を推進するための方策〕
・保護者のための相談窓口の整理
・保護者支援のための情報提供の推進
・保護者同士の交流の場等の促進
・専門家による保護者への相談支援

出所：内閣府（2018）「TOPICS 家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェ
クト報告」『平成30年版障害者白書』
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